
4月から改正された児童福祉法による現場の影響はありますか？現場の実態を届ける
方法についてお教えします！県本部、地連（それぞれ児童の部会があれば尚良しで
す！）担当者にお伝えください。そして本部会へ届けてください！国への要請にも反映
させていき、皆で一緒に子ども達の笑顔を増やしていきましょう☆

対面を中心に開催された本集会（2024.2.23~24）ですが、全国各地から34県本部133人の参加があり

ました。第２分科会（児童相談養育部会）は70人の参加があり、2024年4月1日より施行された改正児

童福祉法への関心の高さ等が伺えました。この法改正を受け、職場状況がどのようになっているのか

部会としても引き続き地連、県本部と連携を図りながら実態把握に努めていきたいと思います。

そして！全国で日々奮闘する仲間の「現場の声」を集約し、国への要請行動に繋げていきます☺

①【2025年施行：一時保護に係る「司法審査」導入への緊急提言⁉（予定）】

・一時保護の際、親権者の同意が得られない場合において「司法審査」が2025年度より導入され

ます。親権者を特定させなければならず、この業務は児相のみならず市区町村も含めて業務負担増

が強いられることになるでしょう。2024.3月～5月に実施された『試行状況（18自治体）』の現場の

声を集約しながら、国へ実施状況や課題等の提言を行っていきたいと思います！

②【2025.2実施「2025くらしと子どもの福祉を考える全国集会」の企画開始！】

・2024.6実施の部会幹事会において、2024集会の振返り等を行いながら、早速！2025集会に向け

ての企画を開始しました。集会では、全国各地から多くの組合員が集まり、現場の状況や課題を共

有し、それぞれの職場環境改善を目指します！そして「顔の見える横の繋がり」が構築できるよう

な楽しく学べる集会にしていきます！詳細は次号で紹介します☆
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※時間が足りない程の有意義な意見交換でした☆

♪参加された皆さんが終始「笑顔」だったグループディスカッション♪

部会の
今後の活動について


